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１．事業概要

（１）事業目的

一般国道１号桑名東部拡幅は、三重県桑名市長島町又木から同市北浜町に至る延長約３．９ｋｍの道路拡幅事業であり、災

害に強い道路機能の確保、交通渋滞の緩和等を目的に計画された道路です。

桑名東部拡幅区間には、主要渋滞箇所（３箇所）や特殊車両の自由走行制限区間等の課題があり、本事業は課題解決のため

に拡幅整備等を行うことで、災害に強い道路機能の確保、物流効率化の支援、交通渋滞の緩和等の効果を見込んでいます。

くわな とうぶ かくふく

－ １ －

桑 名 東 部 拡 幅 の 全 体 位 置 図

きたはまちょう

桑名東部拡幅
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凡 例

主要渋滞箇所

主要渋滞区間

重要物流道路
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１．事業概要

（２）計画概要

桑名東部拡幅は、昭和５１年度に事業化し、現在、伊勢大橋架替関連区間の工事を進めています。

－ ２ －

事業名 一般国道１号 桑名東部拡幅

道路規格 第４種第１級

設計速度 ６０ｋｍ/ｈ

車線数 完成４車線

都市計画決定 昭和６０年度

事業化 昭和５１年度

用地着手年度 昭和６３年度

工事着手年度 平成１８年度

延長 ３．９ｋｍ

前回の再評価 平成２９年度（指摘事項なし：継続）

全体事業費 ６３３億円 （１２０億円増額）

標 準 横 断 図

凡 例
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桑名東部拡幅 ３．９ｋｍ

伊勢大橋架替関連区間
２．１ｋｍ

（単位：ｍ）

橋 梁 部

ああ ああ ああ ああ7.0 7.0

歩道 歩道
２車線 ２車線

ああああ （単位：ｍ）

あ あ30.0

土 工 部

いせおおはし



２．評価の視点

① 災害に強い道路機能の確保

（１）事業の必要性等に関する視点

■伊勢大橋は昭和９年度に竣工し、上部工のたわみが見られ、雨水・塩害の影響による老朽化が進行しています。また、現在の
橋は洪水や高潮、南海トラフ地震により発生が想定される津波に対して桁下高が確保されておらず、脆弱な状況にあります。

■伊勢大橋架け替えによる桁下高の上昇により、災害時に長島地区からの避難路および緊急輸送道路が確保されます。

■伊勢大橋の老朽化

■伊勢大橋の架替計画 約30m下流

－ ３ －

南海トラフ巨大地震による
想定される最大津波高
T.P.+5m（桑名市）

※H24.8.29内閣府発表

計画高潮位
T.P.+4.8ｍ

計画高水位
T.P.+3.8ｍ

腐食（横桁）

上部工のたわみ状況

至 名古屋

H26.11撮影

H30.11撮影

架替により
計画高水位
計画高潮位
最大津波高

をクリア

桁下高が
最大津波高

を下回る

桁下高約３.５ｍ
上昇

新設橋

凡 例

■長島地区の津波浸水想定および緊急輸送道路ネットワーク

長島地区

桑名東部拡幅区間

E23

E1A

1

23

258

421

1
23

避難路の
確保

出典：「三重県緊急輸送道路ネットワーク計画」（令和4年2月）

：国土交通省 国土数値情報 「津波浸水想定データ」（令和3年度）、「緊急輸送道路データ」（令和2年）

弥富IC

長島IC

桑名東IC

桑名IC

四日市
JCT

みえ朝日IC みえ川越IC

湾岸長島IC

湾岸桑名IC

弥富木曽岬IC

E1A

津波浸水想定

：第1次緊急輸送道路 ：1次防災拠点

：第2次緊急輸送道路 ：2次防災拠点

：第3次緊急輸送道路 ：3次防災拠点



41.2 19.7 26.9 27.8 38.2 ## 31.5 ## 35.3 39.2 26.8 28.7
36.2 15.3 18.2 15.9 32.3 ## 29.9 ## 33.8 37.1 26.4 26.8
28.6 09.7 18.9 16.2 35.5 ## 28.7 ## 31.3 31.3 25.9 26.3
25.4 11.1 21.9 22.4 35.9 ## 29.8 ## 32.5 29.1 26.1 24.5
24.3 11.2 22.5 18.2 32.7 ## 25.3 ## 31.0 33.8 25.0 23.6
16.3 10.6 20.1 16.7 34.0 ## 25.6 ## 32.8 31.8 26.0 22.1
23.1 12.0 22.7 20.6 34.9 ## 28.2 ## 34.4 29.1 25.3 21.2
23.2 12.2 20.7 20.2 35.7 ## 29.3 ## 33.9 29.9 25.8 22.0
22.3 11.8 18.8 19.2 33.7 ## 29.8 ## 31.7 32.4 23.7 20.7
20.2 10.6 18.6 17.4 35.6 ## 26.2 ## 33.3 33.1 24.3 20.9
21.2 12.3 19.7 19.4 33.5 ## 27.4 ## 33.0 32.5 24.8 22.0
14.5 10.0 13.8 14.5 33.5 ## 23.3 ## 31.0 30.9 22.0 21.7
19.5 12.6 16.6 18.9 35.3 ## 24.9 ## 32.4 32.3 23.2 21.4
30.0 17.1 30.6 32.3 36.2 ## 28.5 ## 30.4 32.9 24.4 24.3
32.7 18.0 33.3 36.6 41.6 ## 35.0 ## 28.7 32.3 26.9 24.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

現況（整備前） 整備後

２．評価の視点

② 交通渋滞の緩和

■桑名東部拡幅区間における主要渋滞箇所・区間および旅行速度状況

出典（主要渋滞箇所）：「地域の主要渋滞箇所（R4.8.3時点）」（三重県道路交通渋滞対策推進協議会）
（旅行速度）：ＥＴＣ2.0プローブ情報 R1.10 平日

■当該区間は、桑名市内で唯一の主要渋滞区間を含んでおり、３箇所が主要渋滞箇所に選定されています。
■桑名東部拡幅区間で発生するｋｍあたりの渋滞損失時間は、三重県内国道平均の約６.４倍に相当します。
■本事業の整備により、右折レーンの新設、車線数が増加をすることから渋滞損失時間が大幅に低下し、交通混雑緩和に寄与

します。

■桑名東部拡幅区間の渋滞損失時間削減効果

■伊勢大橋西詰交差点の混雑状況

至四日市

至名古屋

撮影 R3.12.9（木）16時台

－ ４ －

渋
滞
損
失
時
間

（
万
人
時
間
／
年
ｋ
ｍ
）

０．４９
三重県内
国道平均
２．７

約

倍
6.4

速度向上により

大幅に低下

１７.５

※渋滞損失時間の算定方法
現 況：渋滞損失時間(R1年ETC2.0ﾌﾟﾛｰﾌﾞより)
整備後：交通量推計の整備あり・なしにおける渋滞損失時間の変化率を現況値に乗じて算出
区 間：桑名東部拡幅区間（3.9km）

写真①

36.1 26.0 24.7 21.6 23.1 ## 34.4 ## 22.8 41.1 40.0 27.2
30.9 29.1 22.6 14.9 11.4 ## 11.6 ## 09.5 29.1 34.9 24.4
25.8 26.2 15.9 17.7 19.1 ## 29.1 ## 24.3 34.9 27.8 19.5
23.4 23.3 17.8 16.9 16.4 ## 25.3 ## 20.3 33.8 31.8 23.0
26.5 26.0 16.0 17.8 16.5 ## 22.2 ## 18.2 29.0 32.3 21.6
26.7 27.5 17.3 17.0 15.6 ## 22.3 ## 20.0 32.8 33.2 22.9
26.6 29.4 17.2 18.8 20.5 ## 27.4 ## 19.9 32.5 34.8 22.7
27.6 29.7 17.6 17.5 17.1 ## 22.4 ## 21.7 31.3 33.4 22.4
29.8 29.2 16.4 16.3 15.4 ## 20.9 ## 16.0 20.2 25.2 20.2
26.8 30.0 16.4 15.5 13.4 ## 15.2 ## 10.2 16.3 30.7 21.9
27.5 30.0 18.6 16.9 14.8 ## 16.3 ## 11.2 17.9 20.1 17.3
23.9 22.5 17.5 15.0 12.9 ## 13.4 ## 08.4 10.6 14.6 13.9
25.0 29.4 20.6 14.4 12.4 ## 13.6 ## 08.6 11.1 19.1 17.2
27.9 27.9 21.1 20.3 17.7 ## 19.7 ## 13.9 22.2 31.2 23.5
33.2 28.3 25.9 25.6 27.1 ## 38.1 ## 28.7 37.9 29.9 23.2

～20km/h 40km/h～30～40km/h20～30km/h旅行速度

開通済 未開通

開通済 未開通
桑名東部拡幅

一般国道

開通済 未開通

開通済 未開通
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終日渋滞が発生
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（コロナ禍）

■大型車誘導区間における国道1号の制限区間

２．評価の視点

－ ５ －

③ 物流効率化の支援

■四日市港の機能強化

■四日市港の外貿コンテナ取扱量の推移

出典：四日市港統計年報

四日市港

名古屋港

長島IC

桑名東IC

桑名IC

三重県

愛知県

四日市JCT

みえ川越IC

みえ朝日IC

湾岸桑名IC

湾岸長島IC

弥富IC

名古屋西JCT

〈凡例〉
：高速道路
：一般国道
：その他道路

：大型車誘導区間（高速道路）
：大型車誘導区間（一般道路）
：特殊車両の自由走行不可

弥富木曽岬IC

湾岸弥富IC

飛島IC

蟹江IC

【霞ヶ浦地区国際物流ターミナル整備事業】

増加傾向

千音寺南IC

富田IC

南陽IC

飛島北IC

飛島JCT

名二環

出典：Containerisation International2010、
Drewry Container Census2013、2016

■世界の海上コンテナ保有個数の推移

（万トン）

北ふ頭

南ふ頭

四⽇市・いなば
ポートライン

霞ヶ浦北ふ頭に

コンテナ機能を集約

ふ頭用地拡張整備

桑名東部拡幅 3.9km

特殊車両の
自由走行不可

（千TEU）

４０ft（背高）コンテナ需要

著しく増加

霞ヶ浦地区

■近年、四日市港における外貿コンテナの取扱量が増加傾向（R2コロナ禍を除く）にあり、需要の増加や大型船舶への対応を目

的とした霞ヶ浦地区国際物流ターミナルの整備が着手されるなど、四日市港の機能強化が進められています。

■世界的に40ft背高コンテナ（特殊車両）需要が増加しており、陸上輸送においては大型車誘導区間※の確保が重要ですが、四日
市港に接続する国道１号は、本事業が位置する区間において40ft背高コンテナ（特殊車両）の自由走行が制限されています。

■伊勢大橋の架け替え整備により、物流を支える幹線道路網が強化され、経路の選択性が向上し、物流効率化を支援します。

かすみがうら

※大型車誘導区間
大型車両を望ましい経路へ誘導し適正な道路利用を促進するために
指定された道路

架け替えによって
自由走行が可能となる区間



川越町川越町川越町川越町川越町川越町川越町川越町川越町

いなべ市いなべ市いなべ市いなべ市いなべ市いなべ市いなべ市いなべ市いなべ市

弥富市弥富市弥富市弥富市弥富市弥富市弥富市弥富市弥富市

桑名市桑名市桑名市桑名市桑名市桑名市桑名市桑名市桑名市

木曽岬町木曽岬町木曽岬町木曽岬町木曽岬町木曽岬町木曽岬町木曽岬町木曽岬町

東員町東員町東員町東員町東員町東員町東員町東員町東員町

朝日町朝日町朝日町朝日町朝日町朝日町朝日町朝日町朝日町

２．評価の視点

－ ６ －

④ 沿線地域の観光支援

■本事業沿線地域の主要観光資源

出典：令和２年観光レクリエーション入込客数推計書・観光客実態調査報告書（三重県）

■三重県市町別観光入込客数

■主要観光資源３箇所における
県外来訪者の居住地構成比

県内第２位の
集客力

約９割が
自動車で移動

桑名東部拡幅 3.9km

1

125

六華苑（国の重要文化財）

■三重県内観光時の交通手段

出典：KDDI Location Analyzer（データ提供：KDDI・技研商事インターナショナル）

※令和4年4月29日～5月8日内の祝休日 9～21時内での滞在時間30分以上を集計

主要観光資源３箇所の来訪者数

R4GW期間=13万人

愛知県

愛知県

愛知・岐阜県 約６割 遠方地 約４割

木曽岬町

弥富市

東員町

朝日町

川越町

※主要観光資源３箇所：ナガシマリゾート、六華園、桑名石取祭(春日神社)

■観光施設
事業者の期待

静岡県

奈良県 滋賀県

関東
方面その他

その他
近畿
方面岐阜県大阪府

東海環状（西回り）

の開通に伴い岐阜

県や北陸方面から

の観光来訪者の増

加も期待しています。

※国土交通省ヒアリング調査
（平成28年度）より

■桑名市は観光入込客数が県内第２位の集客力の高い地域であり、観光時の交通手段は自動車が主体です。

■本事業区間近傍の主要観光資源には、近隣の愛知・岐阜県（約6割）や遠方の近畿方面等（約4割）から来訪しています。

■また、東海環状自動車道の西回り区間の開通により岐阜県・北陸方面からの観光客の増加が期待されます。

■本事業の整備により、揖斐・長良川渡河断面の円滑性を確保し、観光来訪者の周遊性向上を支援します。
いび ながらがわ

2
3
4

5

6

5

なばなの⾥

桑名⽯取祭（春⽇神社）

凡 例

三井アウトレットパーク

ナガシマスパーランド

ナガシマジャンボ海⽔プール

六華苑

六華苑は、鹿鳴館の設計で有名なイギリス人建築家
ジョサイア・コンドル設計による4層の塔屋をもつ木造2階
建て天然スレート葺きの洋館、和館や蔵、池泉回遊式
庭園などがあり、和洋の様式が調和した明治・大正期を
代表する貴重な文化財です。

北陸方面

岐阜方面

愛知県方面

関西方面

桑名市

＜出典：六華苑HPより＞

凡 例

桑名東部拡幅

高速道路

開通済 未開通

開通済 未開通

開通済 未開通

開通済 未開通

一般国道

主要地方道

鉄道

桑名駅



揖斐川→至 四日市

H28.6撮影

至 名古屋

３．事業の進捗及び見込みの視点

事業の進捗の見込み状況

■伊勢大橋架替関連区間（延長２．１ｋｍ）の早期開通に向けて、橋梁下部工事および長島地区にて改良工事を推進します。

■桑名市長島町又木～桑名市北浜町は、環境調査、水文調査、道路詳細設計等を推進します。

－ ７ －

桑名東部拡幅の事業進捗状況

【用地取得率】

約６１％ ⇒ 約６１％

（平成２８年度末 ⇒ 令和３年度末）

【事業進捗率】

約３７％ ⇒ 約５３％

（平成２８年度末 ⇒ 令和３年度末）

凡 例

桑名東部拡幅

高速道路

一般国道

開通済 未開通

開通済 未開通

開通済 未開通

開通済 未開通
主要地方道

一般県道開通済 未開通

[写真①] 長良川下部工事の状況 起点側より終点側を望む

[写真②] 揖斐川下部工事の状況 終点側より起点側を望む

至 名古屋

至 四日市

← 長良川

H28.6撮影 R4.11撮影

至 四日市

← 長良川

R4.11撮影
至 名古屋

揖斐川→

至 四日市

■事業進捗状況

凡 例

至 名古屋



４．事業費の見直しについて
■事業費増加の要因

－ ８ －

①市道取付部の盛土施工方法の変更
②設計基準・要領の改訂による見直し
③中堤部の県道交差部分の盛土構造の変更
④環境基準を超過した建設発生土の処理 ・・・・・・合計１２０億円増額

事業費増額の要因 増額

①市道取付部の盛土施工方法の変更
・当初計画では、国道1号に接続する市道部については通行止めを実施し、プレロード盛土及び圧密沈下対策（沈下促進）により施工を計

画していた。
・しかし、渡河部の橋梁工事が進捗し、両岸取付部の改良工事着手のタイミングで詳細な施工計画を検討したところ、国道１号や周辺道路

の交通量が観光施設の建設等によって事業化当時から大幅に増加していることが判明し、通行止めによる工事計画は不可能と判断した。

・このため、国道１号及び周辺道路を通行規制をせず工事が実施できる様、盛土の施工方法及び圧密沈下対策の変更が必要となった。

42億円

②設計基準・要領の改訂による見直し
・当初から擁壁で計画されていた箇所について、平成24年に擁壁工指針が改定されたことから、令和3年度に設計照査を行ったところ擁壁

全体の支持力不足が判明した。

・設計の見直しを行った結果、地盤改良厚と改良率の変更が必要となった。

52億円

③中堤部の県道交差部分の盛土構造の変更
・中堤部の県道交差部分は、河川区域内における大型構造物の築造を回避するため当初は盛土構造を採用しており、１渇水期中の施工完了

が困難な事から、出水期も含めて県道を長期間通行止めして実施する計画としていた。
・しかし、工事実施に当たっての県道管理者や河川管理者との協議の中で、近年の激甚化や災害時のインフラ早期復旧の必要性から、中堤

県道部分の出水期も含めた長期間の通行止めが不可能となり、１渇水期での施工が必要となった。
・このため、構造に関して河川管理者と詳細な協議を実施した上で、１渇水期で工事が可能なプレキャスト函渠構造に変更した。

12億円

④環境基準を超過した建設発生土の処理
・橋脚の掘削土について、当初計画では普通汚泥として処分する計画であったが、工事実施に当たって、実際の掘削土の土壌溶出試験を実

施したところ、環境基準を超過する砒素・ふっ素が確認された。
・このため、当初予定していなかった要対策土としての処分が必要となった。

14億円

合計 120億円



４．事業費の見直しについて
■本事業の区間は軟弱地盤であり、揖斐川・長良川河口部に位置する事で緩い砂層に覆われている事から「液状化の対策」が必要になるとともに、粘

性土層が厚く地盤沈下のリスクが大きい地質であることから、「圧密沈下対策」が必要な地域となっている。

■事業費の見直し①及び③については、各箇所において軟弱地盤に関する対策工法の変更が必要になったものである。

■事業費の見直し箇所位置図

■圧密沈下とは

長
良
川→

揖
斐
川→

至
名
古
屋

至
四
日
市

長島側中堤部福島側 ③中堤部の県道交差部分の盛土構造の変更

①市道取付部の盛土施工方法の変更

②設計基準・要領の改訂による見直し

圧密層：粘性土（Ac）

支持層：礫質土（Nsg）

液状化層：砂質土（As）

■地層断面図（長島側）
■液状化とは

①市道取付部の盛土施工方法の変更

軟弱な粘性土が盛土などの加重を
受けて、土と土の間の水が徐々に排
水されて体積が減少することにより
地盤の沈下が起こる現象。

地震等が発生して地盤が強い衝撃を受
けると、今まで互いに接して支えあってい
た土の粒子がバラバラになり、地盤全体が
ドロドロの液体のような状態になる現象。

マンホールの浮き上がりや建物の沈下・
傾斜、噴水・噴砂等が発生する。

－ ９ －



４．事業費の見直しについて

①市道取付部の盛土施工方法の変更 （ ＋４２億円）

■当初計画では、国道1号に接続する市道部については通行止めを実施し、プレロード盛土及び圧密沈下対策（沈下促進）により施工を計画していた。

■しかし、渡河部の橋梁工事が進捗し、両岸取付部の改良工事着手のタイミングで詳細な施工計画を検討したところ、国道１号や周辺道路の交通量が観

光施設の建設等によって事業化当時から大幅に増加していることが判明し、通行止めによる工事計画は不可能と判断した。

■このため、国道１号及び周辺道路を通行規制をせず工事が実施できる様、盛土の施工方法及び圧密沈下対策の変更が必要となった。

■平面位置図

長
良
川

現道

本線

至
四
日
市

至
名
古
屋

当初計画

至四日市

至名古屋

なばなの里
平成１０年開園

工事箇所

断面①

■現道交通量の変化と周辺の観光施設

－ １０ －

■施工方法の変更

変更計画

断面図

断面図

費用

＜圧密沈下対策（沈下促進）＞

圧密沈下する地盤において、盛土以上の
荷重によって、圧密沈下を促進させる工法。

＜圧密沈下対策＋液状化対策＞

プレロード盛土による時間をかけた
圧密沈下をさせることなく、圧密沈
下対策を施工することができ、施工
期間を約3か月に短縮が可能

費用

合計42億円の増額

＜プレロード盛土＞

＜液状化対策＞

構造・地盤改良変更箇所

現道（国道１号）

凡 例

市道

当初計画では、市道取付部の盛土工事により、

長期間の通行止めを想定

L＝約65ｍ
A=約1,500m2

圧密沈下中の期間（1年4か月）は、市道
を通行止めにする必要がある。

(サンドドレーン工法)

(サンドコンパクションパイル工法)

(深層混合処理工法)

約
1
0
m

液状化対策

（サンドコンパクション

パイル工法）

約
3
0
m 圧密沈下対策(沈下促進)

（サンドドレーン工法）

プレロード盛土
現道

断面①

現道

圧密沈下対策

（深層混合処理工法）

約
1
0
m

約
4
5
m

液状化対策

（深層混合処理工法）

断面①
盛土工

項目

当初

数量 費用

（万m3） (億円)

圧密沈下対策 0.5 0.6

液状化対策 3.6 1.6

合計 2.2

項目

変更
増額

数量 費用

（万m3） (億円) （億円）

圧密沈下対策 6.6 23.5 22.9

液状化対策 6.1 20.8 19.2

合計 44.4 42.2

至なばなの里

透水性が高い砂を鉛直に連
続して打設することで、砂柱を
造成し、水平方向の排水距離
を短くして圧密を促進し、地盤
の強度増加を図る工法。

軟弱地盤中に振動あるい
は衝撃荷重により砂を打ち
込み、密度が高く強い砂杭
をつくるとともに、軟弱層を
締め固める工法。

軟弱地盤の地表から、深層までの
区間をセメントまたは石灰などの安定
材と原地盤の土とを混合し、柱体状ま
たは全面的に地盤を改良して強度を
増し、沈下およびすべり破壊を阻止す
る工法。

国道１号現道交通量

万台／日１.５
２.５万台／日

事業化時 H27



約
4
5
m

約
1
0
m

支持力対策
(深層混合処理工法)

圧密沈下対策
(深層混合処理工法)

擁壁

本線

４．事業費の見直しについて

②設計基準・要領の改訂による見直し （ ＋５２億円）

■当初から擁壁で計画されていた箇所について、平成24年に擁壁工指針が改定されたことから、令和3年度に設計照査を行ったところ擁壁全体の支持力不

足が判明した。

■設計の見直しを行った結果、地盤改良厚と改良率の変更が必要となった。

擁壁自体の安定性
の照査（安全率）

改定前
（H11.3）

改定後
（H24.7）

常時 2.0 3.0

地震時 1.5 2.0

許容支持力度Ｑａ＝
Ｑｕｃｋ（許容支持力）/Fs(安全率)

＞ 必要な支持力以上となるように設計

－ １１ －

■平面位置図

【当初】

■地盤改良厚の変更

改良率：52.3%

改良強度：900kN/m2
■費用

断面①

凡例

項目

当初 変更
増額

数量 費用 数量 費用

（万m3） (億円) （万m3） (億円) （億円）

圧密沈下対策 2.7 3.3 2.7 11.0 7.7

支持力対策 1.3 1.4 8.8 45.6 44.1

合計 4.7 56.6 51.9

■擁壁工指針改定内容

支持力対策の施工状況

○必要な支持力：230kN/m2

471kN/m2／2＝235kN/m2 （OK）

※必要な支持力を満足

○必要な支持力：230kN/m2

748kN/m2／3＝249kN/m2 （OK）

※必要な支持力を満足

【変更】

約
4
5
m

擁壁

約
3
0
m

本線
断面①

支持力対策
(深層混合処理工法)

圧密沈下対策
(深層混合処理工法)

支持力対策の変更箇所
・改良面積の増加
・杭長の増加

圧密沈下対策の変更箇所
・杭強度の増加

改良率：74.8%

改良強度：1000kN/m2

至
名
古
屋

断面①

地盤改良変更箇所

擁壁

擁壁

地盤改良の変更箇所の面積

A=約4000m2

至
四
日
市

○安全率の変更

471kN/m2／3＝157kN/m2 （NG）

※73kN/m2 支持力不足

【支持力計算（当初）】 【指針改定】 【支持力計算（変更）】



至
名
古
屋

■主な工種

盛土+圧密対策+液状化対策

■通行止め期間：約2年2か月※

盛土

約
3
0
m

▼現地盤

液状化対策

約
1
0
m

揖斐川

県道

供用後沈下の恐れがある

圧密層に圧密対策(沈下促

進)を行い沈下を先に収束

圧密沈下対策

(沈下促進)

断面①

長良川

▼現地盤

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ函渠

約
5
5
m杭基礎

４．事業費の見直しについて

③中堤部の県道交差部分の盛土構造の変更 （＋１２億円）

■中堤部の県道交差部分は、河川区域内における大型構造物の築造を回避するため当初は盛土構造を採用しており、１渇水期中の施工完了が困難な事か
ら、出水期も含めて県道を長期間通行止めして実施する計画としていた。

■しかし、工事実施に当たっての県道管理者や河川管理者との協議の中で、近年の激甚化や災害時のインフラ早期復旧の必要性から、中堤県道部分の出
水期も含めた長期間の通行止めが不可能となり、１渇水期での施工が必要となった。

■このため、構造に関して河川管理者と詳細な協議を実施した上で、１渇水期で工事が可能なプレキャスト函渠構造に変更した。

■平面位置図 ■断面図

【当初】 【変更】

■費用

≪中堤部≫

現道

完成4車線
暫定2車線

揖
斐

川

至
四
日
市

至
名
古
屋

■主な工種

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ函渠工+杭基礎

■通行止め期間：約9か月※

≪H28.2_県道管理者・河川管理者等協議≫

・中堤の伊勢大橋取付道路（県道桑名海津線）施工に伴う

通行止めにより、中堤部の鉄道橋、水道橋、堤防等の管理

車両は全て、上流側から進入することとなり、緊急時に現

着までの時間が大幅に悪化することから、１渇水期での短

期間の施工が可能な工法に変更すること

■関係機関協議

引用：国土地理院地図

■広域図

⾄
名
古
屋

⾄四⽇市

河川管理事務所

中堤部への進入路（上流側）

長良川揖斐川

中堤入口交差点

冠水時に
孤立の恐れ

■道路橋 (東名阪自動車道)

■鉄道橋・アンダーパス

冠水懸念箇所

■水道橋施設（三重県）

長
良

川

－ １２ －

断面①

断面①

鋼管杭φ800 L=55.0m

長良川計画

定規断面

〇定規断面：河川毎に決められた最小必要断面であり、計画高水量を流すために

必要な河川断面のこと

揖斐川計画

定規断面

長良川計画

定規断面

揖斐川計画

定規断面

L＝約80ｍ

項目

当初 変更 増額
費用数量 費用 数量 費用

単位 (億円) 単位 (億円) （億円）

圧密沈下対策 235 本 0.7 - - - -0.7 

液状化対策 940 本 1.6 - - - -1.6 

函渠
本体工 - - - 0.1 ㎞ 9.3 9.3

基礎工 - - - 38 本 5.2 5.2

盛土 1.6 万m3 0.1 1.1 万m3 0.1 0.0

合計 2.3 14.6 12.3

※必要工期は、18か月間であるが、施工しない出水期の8か月も含めた26か月間の通行止めが必要 ※渇水期施工：8か月＋舗装等の附属物：１か月

１渇水期での施工が完了
しない為、施工しない出水
期中も通行止め



1橋脚当たりの処分

量約500～1800m3

４．事業費の見直しについて

④環境基準を超過した建設発生土の処理 （＋１4億円）

■当初

■変更（実績）

■土壌溶出量試験結果(A1・P1)

■橋脚の掘削土について、当初計画では普通汚泥として処分する計画であったが、工事実施に当たって、実際の掘削土の土壌溶出試験を実施したところ、
環境基準を超過する砒素・ふっ素が確認された。

■このため、当初予定していなかった要対策土としての処分が必要となった。

項目 試験値 基準値

砒素及びその化合物 ０．０１５ｍｇ／Ｌ ０．０１ｍｇ／Ｌ

伊勢大橋橋脚

伊勢大橋橋脚

現況河床高

処理施設へ搬出
要対策土

普通汚泥
処理施設へ搬出

現況河床高

長島側中堤部福島側

P10P15A2 P7 P6 P5 A1P1P2P3P4P8

P9

P11P12P13P14

至
四
日
市

至
名
古
屋

長島側中堤部福島側

至
四
日
市

至
名
古
屋

約45m

：普通汚泥処分

：要対策土処分

約45m

－ １３ －

：普通汚泥処分

1橋脚当たりの処分

量約500～1800m3

P2～4,P8,9は普通汚泥

P10P15A2 P7 P6 P5 A1P1P2P3P4P8P11P12P13P14

P9

項目 試験値 基準値

ふっ素及びその化合物 ０．８１ｍｇ／Ｌ ０．８ｍｇ／Ｌ

■費用

※要対策土とは、基準値を超過する建設発生土をさす

約11m

約11m

項目
単価

(万円/m3)

当初 変更 増額

土量
（万m3)

費用
（億円）

土量
（万m3)

費用
（億円）

（億円）

普通汚泥処分 2.4 1.7 4.4 0.5 2.2 -2.2 

要対策土処分 12.1 0 0 1.2 16.5 16.5

合計 1.7 4.4 1.7 18.7 14.2 

試験実施時期：令和2年12月



５．費用対効果分析
３便益による事業の投資効果

【前回再評価時からの変更点】
１．将来ＯＤ表の変更（平成１７年度全国道路・街路交通情勢調査→平成２７年度全国道路・街路交通情勢調査）により、計画交通量が6.3％増加。
２．将来道路網条件の変更（Ｈ２９年度事業化済道路網→Ｒ４年度事業化済道路網）により、鈴鹿亀山道路、鈴鹿四日市道路等が追加。
３．費用便益分析マニュアルの改定（Ｈ２０マニュアル→Ｒ４マニュアル）により、各便益の原単価更新、道路構造物の更新に要する費用を追加。
４．走行台キロの年次別伸び率の更新（Ｈ１７年度全国道路・街路交通情勢調査→Ｈ２７年度全国道路・街路交通情勢調査）
５．費用便益分析の基準年次を変更（Ｈ２９年度→R４年度）
６．GDPデフレータの更新（Ｈ２９年度→R４年度）
７．一般国道１号桑名東部拡幅の事業費増（１２０億円）

※１ 便益算定に当たってのエリアは、「一般国道１号桑名東部拡幅」周辺の主要な幹線道路（延長約780.3ｋｍ）を対象として算出。
※２ 令和４年２月に公表された平成２７年度全国道路・街路交通情勢調査ベースのＲ２２将来ＯＤに基づきＢ／Ｃを算出。
※３ 残事業のB/C算定に当たっては、未整備区間において、事業を継続した場合に追加的に必要となる事業費の合計と、追加的に発生する便益を対象として算出した。
※４ 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

－ １４ －

○費用便益分析（B/C）について

◇費用便益比（Ｂ／Ｃ） ＝
走行時間短縮便益 ＋ 走行経費減少便益 ＋ 交通事故減少便益

事業費 ＋ 維持管理費 ＋ 更新費

便 益 （億円） 費 用 （億円）
Ｂ／Ｃ

走行時間短縮 走行経費減少 交通事故減少 計 事業費 維持管理費 更新費 計

前回
評価時 590 68 1.0 659 238 11 - 249 2.6

今回
評価時 664 129 4.6 798 242 11 - 253 3.2

変動要因 変動ケース Ｂ／Ｃ

交通量 ±10％ 2.9～3.4

事業費 ±10％ 2.9～3.5

事業期間 ±20％ 2.8～3.6

便 益 （億円） 費 用 （億円）
Ｂ／Ｃ

走行時間短縮 走行経費減少 交通事故減少 計 事業費 維持管理費 更新費 計

前回
評価時 590 68 1.0 659 524 11 - 535 1.2

今回
評価時 664 129 4.6 798 681 11 - 691 1.2

【事業全体】

【残事業】

変動要因 変動ケース Ｂ／Ｃ

交通量 ±10％ 1.05～1.2

事業費 ±10％ 1.1～1.2

事業期間 ±20％ 0.99～1.3

<感度分析結果>



－ １５ －

６．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

７．県・政令市への意見聴取結果

８．対応方針（原案）

■一般国道１号桑名東部拡幅の事業を継続する。

■三重県の意見
対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。
本事業は、老朽化著しい伊勢大橋の架け替えとあわせて、国道１号の交通渋滞の緩和、災害に強い道路機能の確保及び物流効率化や
観光振興の支援を図るための重要な４車線化事業です。
今後も引き続き、本県と十分な調整をしていただき、早期４車線化に向けた事業の推進をお願いいたします。

■一般国道１号桑名東部拡幅は、地形、土地利用状況、主要幹線道路との接続などを勘案した路線計画となっており、交通渋滞の緩和、物流効
率化や災害に強い道路機能の確保など、期待される効果が大きい事業で、都市計画決定以降、地域の課題に大きな変化は無いことから、現計
画が最も最適であると考えます。

■本事業は、事業段階に応じて３次元モデル（ＢＩＭ/ＣＩＭ）を構築・活用することで、事業の効率化・高度化を図っています。工事用道路の計画検討
時に、ＵＡＶによる空撮写真を３次元化し必要盛土量を自動算出する事で、従来の測量や盛土量の算出に必要な作業を省力化し、効率化に取り
組んでいます。今後も、技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していきます。


